
議 案 第 ４ ５ 号  

 

 

市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  

 

 

 

 

理  由  

 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 １ 号 ） の 施 行  

に 伴 う ほ か ， 所 要 の 規 定 整 備 を 行 う た め 。  

 

議４５



市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ４ 年 伊 丹 市 条 例

第   号 ）  

 （ 市 税 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  市 税 条 例 （ 昭 和 ２ ９ 年 条 例 第 ３ １ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

  第 ３ ３ 条 第 ４ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 ４  前 項 の 規 定 は 、 前 年 分 の 所 得 税 に 係 る 第 ３ ６ 条 の ３ 第 １ 項 に

規 定 す る 確 定 申 告 書 に 特 定 配 当 等 に 係 る 所 得 の 明 細 に 関 す る 事

項 そ の 他 施 行 規 則 に 定 め る 事 項 の 記 載 が あ る と き は 、 当 該 特 定

配 当 等 に 係 る 所 得 の 金 額 に つ い て は 、 適 用 し な い 。  

    第 ３ ３ 条 第 ６ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 ６  前 項 の 規 定 は 、 前 年 分 の 所 得 税 に 係 る 第 ３ ６ 条 の ３ 第 １ 項 に

規 定 す る 確 定 申 告 書 に 特 定 株 式 等 譲 渡 所 得 金 額 に 係 る 所 得 の 明

細 に 関 す る 事 項 そ の 他 施 行 規 則 に 定 め る 事 項 の 記 載 が あ る と き

は 、 当 該 特 定 株 式 等 譲 渡 所 得 金 額 に 係 る 所 得 の 金 額 に つ い て は 、

適 用 し な い 。  

 第 ３ ４ 条 の ８ 第 １ 項 中 「 特 定 配 当 等 申 告 書 」 及 び 「 特 定 株 式 等

譲 渡 所 得 金 額 申 告 書 」 を 「 確 定 申 告 書 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 中 「  

申 告 書 に 係 る 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 」 を 「 確 定 申 告 書 に 係 る 年 の

末 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 」 に 改 め る 。  

 第 ３ ６ 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 中 「 所 得 税 法 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ ３

号 の ４ に 規 定 す る 源 泉 控 除 対 象 配 偶 者 」 を 「 所 得 割 の 納 税 義 務 者

（ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ９ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） の

法 第 ３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ ０ 号 の ２ に 規 定 す る 自 己 と 生 計 を 一

に す る 配 偶 者 （ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円 以 下 で あ る も の に

限 る 。 ） で 控 除 対 象 配 偶 者 に 該 当 し な い も の 」 に 改 め ， 同 条 第 ２

項 中 「 第 ２ 条 第 ４ 項 た だ し 書 」 を 「 第 ２ 条 第 ３ 項 た だ し 書 」 に 改

め る 。  

  第 ３ ６ 条 の ３ 第 ２ 項 中 「 附 記 さ れ た 」 を 「 付 記 さ れ た 」 に 改 め ，

同 条 第 ３ 項 中 「 附 記 し 」 を 「 付 記 し 」 に 改 め る 。  

議４５-２



 第 ３ ６ 条 の ３ の ２ の 見 出 し 中 「 扶 養 親 族 申 告 書 」 を 「 扶 養 親 族

等 申 告 書 」 に 改 め ， 同 条 第 １ 項 中 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し ， 第 ２ 号 を

第 ３ 号 と し ， 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

⑵  所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得 金 額 が １ ， ０ ０ ０ 万 円 以 下  

で あ る も の に 限 る 。 ） の 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者 （ 法 第  

３ １ ３ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 青 色 事 業 専 従 者 に 該 当 す る も の で  

同 項 に 規 定 す る 給 与 の 支 払 を 受 け る も の 及 び 同 条 第 ４ 項 に 規  

定 す る 事 業 専 従 者 に 該 当 す る も の を 除 き 、 合 計 所 得 金 額 が １   

３ ３ 万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 次 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ）  

の 氏 名  

第 ３ ６ 条 の ３ の ３ の 見 出 し 中 「 扶 養 親 族 申 告 書 」 を 「 扶 養 親 族

等 申 告 書 」 に 改 め ， 同 条 第 １ 項 中 「 あ つ て 、 」 の 右 に 「 特 定 配 偶

者 （ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得 金 額 が ９ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る

も の に 限 る 。 ） の 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者 （ 退 職 手 当 等 （ 第

５ ３ 条 の ２ に 規 定 す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ つ て 、 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円  

以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） を い う 。 第 ２ 号 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 」  

を ， 「 控 除 対 象 扶 養 親 族 」 の 右 に 「 で あ つ て 退 職 手 当 等 に 係 る 所

得 を 有 し な い 者 」 を 加 え ， 同 項 中 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し ， 第 ２ 号 を

第 ３ 号 と し ， 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 ⑵  特 定 配 偶 者 の 氏 名  

 附 則 第 ７ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 中 「 令 和 １ ５ 年 度 」 を 「 令 和 ２ ０ 年

度 」 に ， 「 令 和 ３ 年 」 を 「 令 和 ７ 年 」 に 改 め る 。  

 附 則 第 １ ０ 条 の ２ 中 第 ２ ４ 項 を 第 ２ ６ 項 と し ， 第 ２ ３ 項 を 第 ２

５ 項 と し ， 第 ２ ２ 項 を 第 ２ ３ 項 と し ， 同 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え

る 。  

 ２ ４  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ４ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、  

４ 分 の ３ と す る 。  

  附 則 第 １ ０ 条 の ２ 中 第 ２ １ 項 を 第 ２ ２ 項 と し ， 第 ２ 項 か ら 第 ２

０ 項 ま で を １ 項 ず つ 繰 り 下 げ ， 第 １ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

議４５-３



 ２  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、

５ 分 の ４ と す る 。  

 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 ２ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 ２  前 項 の 規 定 の う ち 、 租 税 特 別 措 置 法 第 ８ 条 の ４ 第 ２ 項 に 規 定

す る 特 定 上 場 株 式 等 の 配 当 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 上 場

株 式 等 の 配 当 等 」 と い う 。 ） に 係 る 配 当 所 得 に 係 る 部 分 は 、 市

民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 分 の 所 得 税 に つ い て 特 定 上 場

株 式 等 の 配 当 等 に 係 る 配 当 所 得 に つ き 同 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用

を 受 け た 場 合 に 限 り 適 用 す る 。  

 附 則 第 １ ７ 条 の ２ 第 ３ 項 中 「 、 第 ３ ７ 条 の ８ 又 は 第 ３ ７ 条 の ９ 」  

を 「 又 は 第 ３ ７ 条 の ８ 」 に 改 め る 。  

  附 則 第 ２ ０ 条 の ２ 第 ４ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 ４  前 項 後 段 の 規 定 は 、 特 例 適 用 配 当 等 に 係 る 所 得 が 生 じ た 年 分

の 所 得 税 に 係 る 第 ３ ６ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 確 定 申 告 書 に 前

項 後 段 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 旨 の 記 載 が あ る と き に 限

り 、 適 用 す る 。  

 附 則 第 ２ ０ 条 の ３ 第 ４ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 ４  前 項 後 段 の 規 定 は 、 条 約 適 用 配 当 等 に 係 る 所 得 が 生 じ た 年 分

の 所 得 税 に 係 る 第 ３ ６ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 確 定 申 告 書 に 前

項 後 段 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 旨 の 記 載 が あ る と き に 限

り 、 適 用 す る 。  

    附 則 第 ２ ０ 条 の ３ 第 ６ 項 中 「 年 の 翌 年 の ４ 月 １ 日 の 属 す る 年 度

分 の 」 を 「 年 分 の 所 得 税 に 係 る 」 に ， 「 条 約 適 用 配 当 等 申 告 書 に

こ の 項 」 を 「 確 定 申 告 書 に こ の 項 」 に 改 め ， 「 （ 条 約 適 用 配 当 等

申 告 書 に こ れ ら の 記 載 が な い こ と に つ い て や む を 得 な い 理 由 が あ

る と 市 長 が 認 め る と き を 含 む 。 ） 」 を 削 る 。  

  附 則 第 ２ ２ 条 の ３ 中 「 。 附 則 第 ２ ２ 条 の ５ に お い て 「 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 症 特 例 法 」 と い う 。 」 を 削 る 。  

 附 則 第 ２ ２ 条 の ５ を 削 る 。  

 （ 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

議４５-４



第 ２ 条  市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ３ 年 伊 丹 市 条 例 第 ２  

 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 改 正 規 定 中 「 控 除 対 象 扶 養 親 族 を 除

く 」 を 「 年 齢 １ ６ 歳 未 満 の 者 」 を 「 扶 養 親 族 （ 」 の 右 に 「 年 齢 １  

６ 歳 未 満 の 者 又 は 」 を 加 え ， 「 有 し な い 者 を 除 く 」 を 「 有 す る 者 」

に 改 め る 。  

 （ 都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 条 例 第 ４ １ １ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。     

  附 則 第 １ ９ 項 中 「 若 し く は 第 ４ ０ 項 」 を 「 ， 第 ４ ０ 項 若 し く は

第 ４ ４ 項 」 に 改 め ， 同 項 を 附 則 第 ２ ０ 項 と す る 。  

  附 則 第 １ ８ 項 中 「 附 則 第 ７ 項 及 び 第 ９ 項 」 を 「 附 則 第 ８ 項 及 び

第 １ ０ 項 」 に ， 「 附 則 第 ７ 項 及 び 第 １ ０ 項 」 を 「 附 則 第 ８ 項 及 び

第 １ １ 項 」 に ， 「 附 則 第 ８ 項 ， 第 １ ０ 項 及 び 第 １ １ 項 」 を 「 附 則

第 ９ 項 ， 第 １ １ 項 及 び 第 １ ２ 項 」 に ， 「 附 則 第 １ ０ 項 ， 第 １ １ 項

及 び 第 １ ３ 項 」 を 「 附 則 第 １ １ 項 ， 第 １ ２ 項 及 び 第 １ ４ 項 」 に ，

「 附 則 第 １ ３ 項 の 「 農 地 」 を 「 附 則 第 １ ４ 項 の 「 農 地 」 に ， 「 附

則 第 １ ３ 項 の 「 前 年 度 分 の 」 を 「 同 項 の 「 前 年 度 分 の 」 に ， 「 附

則 第 １ ４ 項 か ら 第 １ ６ 項 ま で 」 を 「 附 則 第 １ ５ 項 か ら 第 １ ７ 項 ま

で 」 に ， 「 附 則 第 １ ５ 項 」 を 「 附 則 第 １ ６ 項 」 に 改 め ， 同 項 を 附

則 第 １ ９ 項 と す る 。  

  附 則 第 １ ７ 項 を 附 則 第 １ ８ 項 と し ， 附 則 第 １ ２ 項 か ら 第 １ ６ 項

ま で を １ 項 ず つ 繰 り 下 げ る 。  

  附 則 第 １ １ 項 中 「 附 則 第 ７ 項 」 を 「 附 則 第 ８ 項 」 に 改 め ， 同 項

を 附 則 第 １ ２ 項 と す る 。  

  附 則 第 １ ０ 項 中 「 附 則 第 ７ 項 」 を 「 附 則 第 ８ 項 」 に 改 め ， 同 項

を 附 則 第 １ １ 項 と す る 。  

  附 則 第 ９ 項 中 「 附 則 第 ７ 項 」 を 「 附 則 第 ８ 項 」 に 改 め ， 同 項 を

附 則 第 １ ０ 項 と す る 。  

  附 則 第 ８ 項 を 附 則 第 ９ 項 と し ， 附 則 第 ７ 項 を 附 則 第 ８ 項 と し ，  

議４５-５



附 則 第 ６ 項 を 附 則 第 ７ 項 と し ， 附 則 第 ５ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え

る 。  

  （ 法 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ４ 項 の 条 例 で 定 め る 割 合 ）  

 ６  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ４ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は ， ４

分 の ３ と す る 。  

付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 ⑴  第 １ 条 中 市 税 条 例 附 則 第 １ ０ 条 の ２ の 改 正 規 定 及 び 第 ３ 条 の  

規 定 並 び に 付 則 第 ３ 条 及 び 第 ４ 条 の 規 定  公 布 の 日  

 ⑵  第 １ 条 中 市 税 条 例 第 ３ ６ 条 の ３ の ２ の 見 出 し 及 び 同 条 第 １ 項

並 び に 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ の 見 出 し 及 び 同 条 第 １ 項 の 改 正 規 定 並

び に 同 条 例 附 則 第 ７ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 ， 第 １ ７ 条 の ２ 第 ３ 項 及

び 第 ２ ２ 条 の ３ の 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 附 則 第 ２ ２ 条 の ５ を 削

る 改 正 規 定 並 び に 第 ２ 条 の 規 定 並 び に 次 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の

規 定  令 和 ５ 年 １ 月 １ 日  

 ⑶  第 １ 条 中 市 税 条 例 第 ３ ３ 条 第 ４ 項 及 び 第 ６ 項 ， 第 ３ ４ 条 の ８

第 １ 項 及 び 第 ２ 項 ， 第 ３ ６ 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 及 び 第 ２ 項 並

び に 第 ３ ６ 条 の ３ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 附

則 第 １ ６ 条 の ３ 第 ２ 項 ， 第 ２ ０ 条 の ２ 第 ４ 項 並 び に 第 ２ ０ 条 の

３ 第 ４ 項 及 び 第 ６ 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 ３ 項 の 規 定  令 和

６ 年 １ 月 １ 日  

 （ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 市 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と  

い う 。 ） 第 ３ ６ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 の 規 定 は ， 前 条 第 ２ 号 に 掲 げ る  

規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 ２ 号 施 行 日 」 と  

い う 。 ） 以 後 に 支 払 を 受 け る べ き 第 ３ ６ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 に 規 定  

す る 給 与 に つ い て 提 出 す る 同 項 及 び 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 申 告 書  

に つ い て 適 用 し ， ２ 号 施 行 日 前 に 支 払 を 受 け る べ き 第 １ 条 の 規 定  
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に よ る 改 正 前 の 市 税 条 例 （ 次 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第  

３ ６ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 給 与 に つ い て 提 出 し た 同 項 及 び

同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 申 告 書 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  新 条 例 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 は ， ２ 号 施 行 日 以 後 に 支

払 を 受 け る べ き 所 得 税 法 （ 昭 和 ４ ０ 年 法 律 第 ３ ３ 号 ） 第 ２ ０ ３ 条

の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 同 法 第 ２ ０ ３ 条 の ７ の 規 定 の

適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と

い う 。 ） に つ い て 提 出 す る 新 条 例 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に 規 定

す る 申 告 書 に つ い て 適 用 し ， ２ 号 施 行 日 前 に 支 払 を 受 け る べ き 公

的 年 金 等 に つ い て 提 出 し た 旧 条 例 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に 規 定

す る 申 告 書 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  前 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 市 税 条 例 の 規 定 は ， 令  

和 ６ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し ， 令 和 ５ 年  

度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ３ 条  新 条 例 附 則 第 １ ０ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １

日 以 後 に 取 得 さ れ た 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年

法 律 第 １ 号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年

法 律 第 ２ ２ ６ 号 。 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第

５ 号 に 規 定 す る 除 害 施 設 に 対 し て 課 す べ き 令 和 ５ 年 度 以 後 の 年 度

分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 す る 。   

２  新 条 例 附 則 第 １ ０ 条 の ２ 第 ２ ４ 項 の 規 定 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日

以 後 に 指 定 さ れ た 新 法 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ４ 項 に 規 定 す る 貯 留 機 能

保 全 区 域 内 に あ る 土 地 に 対 し て 課 す べ き 令 和 ５ 年 度 以 後 の 年 度 分

の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 す る 。  

 （ 都 市 計 画 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ４ 条  第 ３ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 附 則

第 ６ 項 の 規 定 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 指 定 さ れ た 新 法 附 則 第

１ ５ 条 第 ４ ４ 項 に 規 定 す る 貯 留 機 能 保 全 区 域 内 に あ る 土 地 に 対 し  

て 課 す べ き 令 和 ５ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 都 市 計 画 税 に つ い て 適 用 す  

る 。  
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